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施設の概要

名 称

経 営 主 体

入 所 定 員 養護老人ホーム 110名

ショートステイ ２名

施設の規模 鉄筋コンクリート造り３階建

敷地面積 ７，４９３．２１㎡

建築面積 ２，３１７．５１㎡

延床面積 ４，４６５．３６㎡

沿 革 昭和25年10月 1 日 日高郡三十六町村組合立養老施設ときわ寮として設立認可

昭和26年 4 月 1 日 木造瓦葺き平屋建て・定員５０名として事業開始

昭和36年 4 月 1 日 増築 定員１００名となる

昭和39年 1 月29日 日高郡十ヶ町村及び御坊市老人福祉施設事務組合立養護老

人ホームときわ寮となる

昭和44年 3 月31日 鉄筋コンクリート造り２階建てに改築

昭和45年 5 月31日 増築 定員１５０名となる

平成12年 4 月 1 日 鉄筋コンクリート造り３階建てに改築

定員１１０名、ショート定員２名となる

環 境 和歌山県の中紀に位置し、ＪＲ御坊駅よりバス（日ノ岬パーク行き）自衛隊前で下

車徒歩１分。

県立自然公園煙樹海岸内にあり、南は紺碧の海太平洋と、延々と続く美しい煙樹ヶ

浜が開け、年中緑の松に包まれ、四季を通じて小鳥の声が聞こえる素晴らしい環境

にあります。
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●養護老人ホームときわ寮 定員１１０名

１．入所できる方
老人福祉法に基づいて、おおむね６５歳以上で経

済的な理由及び環境上の理由により家庭で生活して

いくことが困難な方が入所できます。

２．入所の手続き
住所地の福祉事務又は市町村の福祉係にご相談下

ださい。

３．費 用
入所中の費用は、本人の所得及び外部サービスの

利用内容により費用負担が必要となります。詳しく

は、市町村の福祉係かときわ寮園窓口でおたずね下

さい。

４．生 活
①食 事

栄養士が入所者の栄養・嗜好を考え、家庭的な食事提供に努めています。

②医 療

嘱託医師により週３回診療があります。また、看護師が毎日勤務し健康管理に努めて

います。

③入 浴

週２回入浴していただきます。特殊浴槽で寝たままでも入浴していただけます。

④年中行事

誕生会、花見、父の日、母の日、七夕祭り、盆踊り、家族

会、運動会、演芸会クリスマス会、餅つき等楽しんでいただ

きます。

⑤クラブ活動

余暇を楽しく有意義に過ごせるようカラオケ、音楽、川柳、

習字、手芸、生け花、スポーツ、演芸等を楽しんでいただき

ます。

⑥外出・外泊・面会

原則として自由ですが、行き先、帰寮時間、要件等を申し出て許可を受けていただく

必要があります。（面会時間は午前９時～午後５時まで）

⑦その他

リハビリ（歩行訓練・滑車運動など）も行っています。

●生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 定員２名

１．利用できる方
在宅の高齢者を介護している家族が病気その他の理由で一時的に介護が困難になった場

合、又は在宅の虚弱、一人暮らしの高齢者が一時的に宿泊して生活習慣の指導を受けたり

体調の調整を図りたい場合に、このサービスを利用することができます。

２．利用期間
ケアプランにより利用期間が決まります。

３．利用手続き
住所地の福祉事務又は市町村の福祉係にご相談下さい。

４．費 用
利用１日につき３８０円と、食費７００円を退所時に納めていただきます。






